
2022 年度 学校評価アンケート【教職員用】 

      

≪教育活動≫  

１．教育振興プログラム 

「魅力ある高校教育の推進」に向けて学校全

体として取り組んでいる。 

 

２．教育課程（編成） 

学校教育目標・学校経営目標を踏まえて編成

されている。 

 

３．教育課程（取組） 

 

 

 

４．教科指導（指導計画） 

学校教育目標・重点目標の実現に向け適切

な計画を作成している。 

 

５．教科指導（取組） 

 

 

 

６．教科指導（評価評定） 

 

 

 

７．総合的な探究の時間（指導計画）  

趣旨やねらいを踏まえ、学校の基本的な考え

を明確にした構想や計画を立てている。 

 

 

８．総合的な探究の時間（取組）  

主体的に問題を解決する資質や能力が身に

つくように、学習活動を展開している。 

 

９．特別活動 部活動（取組）  

生徒の主体的、自立的な生徒会活動の活

性化に向けて適切に指導している。 

 

 

学習指導要領の趣旨及び横浜市の方針

に基づき、さらに中期学校経営方針に掲げ

た目標の実現を目指して編成し、取り組ん

でいる。 

私の所属している教科は生徒の実態に応

じて、指導内容や指導方法を工夫してわか

りやすい授業を行っている。 

私の所属している教科は観点別評価基

準を明確にした年間指導計画を立て、そ

れに基づき適切な方法で評価・評定を行

っている。 

十分に実現できている     おおむね実現できている    あまり実現できていない 

全く実現できていない      判断できない 



１０．特別活動 部活動（取組）  

自発的、主体的な部活動の活性化に向けて、

教職員が共通した意識で取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

１２．生徒指導  

 

 

 

１３．進路指導  

生徒の希望する進路の実現に向けて、学校

全体として適切に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４．《教育活動》保健指導 

 

 

 

１５．環境美化  

資源リサイクル等省エネ行動に学校として 

適切に取り組んでいる。 

 

≪学校経営≫ 

１６．学校教育目標  

学校教育目標の実現に向け、全教職員が取 

り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７．学校経営方針  

学校経営方針に基づき、教職員が協力して

円滑な学校経営がなされている。 

 

１８．職員組織（校務分掌も含む）  

一人ひとりの教職員が意欲を持って業務に取

り組むことができる組織となっている。 

 

１１．ホームルーム活動  
 

人間関係を円滑に結び、充実した学校生活

を送る基礎的な生活集団の形成に資するホ

ームルーム経営を行うことができている。 

生徒の生活習慣の確立や規範意識の形

成に向けて、適切な指導を行うことがで

きている。 

学校保健計画に沿って生徒の健康管理を適

切に行い、また生徒の健康に対する意識を

喚起している。 

 

 



１９．学年経営  

各年次の運営は、情報が共有され組織的取 

組が円滑に行われている。 

 

２０．職員会議等  

 

 

 

２１．研究・研修  

 

 

 

２２．学校経理（予算編成）  

予算委員会などの組織を設けて、予算が適

切に立てられている。 

 

 

 

２３．学校経理（会計報告） 

 

 

 

２４．学校施設設備  

教室、特別教室、体育施設等は学習や生活

がしやすいように管理が適切になされてい

る。 

 

２５．情報管理  

個人情報の管理及び活用が適切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２６．保護者・地域等との連携 

協力（PTA活動） PTA活動が十分保護者

に理解され円滑に運営されている。 

 

 

 

 

 

 

２８．危機管理（安全対策） 

学校安全計画に沿って適正に実施されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２９．危機管理（防災対策） 

学校防災計画に沿って、緊急避難場所や避

難経路・避難方法等の周知徹底がなされて

いる。 

 

３０．情報公開（募集に関する）学校説明会や

学校情報に関する広報活動に積極的に取り

組んでいる。 

会議は効率的に運営されており、教育活

動や学校運営の計画等の共通理解が図ら

れる場となっている。 

教職員が互いに研鑽し、力量を高めることが

できるように、校内の研究・研修体制が整え

られている。 

公金、準公金ともに透明性が確保され、保

護者や市民に対する説明責任を十分に果

たしている。 

２７．保護者・地域等との連携  協力（地

域等との連携協力）  

学校の教育活動の情報提供・説明が十

分になされ、活動に対する理解が得られ

ている。 



３１．いじめへの対応 

いじめ防止基本方針に沿って、いじめの未然

防止や早期発見、早期解決に組織的に取り

組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


